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１【提出理由】

　当社、並びに当社の子会社であるDaikin Comfort Technologies North America, Inc.、Daikin Applied Americas

Inc.及びThermal-Netics LLC（以下総称して「米国子会社ら」といいます。）は、その他の共同被告と共に、2026年３

月20日（現地時間）付で、米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所（United States District Court for the Eastern

District of Michigan）において訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）を提起されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号及び第14号の規定に基づき、本報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

　米国子会社らは2026年３月30日及びそれ以降に訴状の送達を受けました。当社は本件訴訟の訴状の送達を受けており

ませんが、公開されている裁判記録の情報から下記内容を確認しました。

 
(1) 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

　原告は、米国内で販売されたHVAC製品を2020年１月１日以降に購入した者を代表する暫定的な集団訴訟として、本件

訴訟の被告企業らが共謀し不当にHVAC製品の値上げを行ったことに起因して損害を被ったなどと主張して、本件訴訟を

提起しております。

 
(2) 訴訟を提起した者の概要

　Alyssa Berg （所在地：米国ミネソタ州）を代表者とする原告集団

 
(3) 訴訟内容

　本件訴訟の訴状において、原告は、被告企業らに対して、損害賠償等を請求しております。本件訴訟の訴状において

は、原告の具体的な請求金額は一切明らかにされておりません。

 
(4) 子会社の概要

名称：　Daikin Comfort Technologies North America, Inc.

① 所 在 地　アメリカ合衆国　テキサス州

② 代 表 者　赤間　悟 President & CEO

③ 事業内容　空調機器の製造・販売

④ 資 本 金　―

 
名称：　Daikin Applied Americas Inc.

① 所 在 地　アメリカ合衆国　ミネソタ州

② 代 表 者　西脇　優 President & COO

③ 事業内容　空調機器の製造・販売

④ 資 本 金　250千米ドル

 
名称：　Thermal-Netics LLC

① 所 在 地　アメリカ合衆国　ミシガン州

② 代 表 者　Matthew Russell, President

③ 事業内容　空調機器の仕入・販売

④ 資 本 金　―
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